
京都市立絵画専門学校本科卒業生に対する小学校教員無試験検定による

小学校図画専科正教員免許状の授与に関する史料
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そ
の
卒
業
生
に
対
し
、
小
学
校
図
画
専
科
正
教
員
（
以
下
、
小
図
専
正
）
無
試

験
検
定
受
検
の
資
格
が
付
与
さ
れ
た
と
推
測
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
５

。
そ
れ

は
、
史
料
の
乏
し
さ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
京
都
府
立
京
都
学
・

歴
彩
館
に
お
け
る
史
料
調
査
６

を
と
お
し
、
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒
業
生
に
対
す

る
無
試
験
検
定
に
よ
る
小
図
専
正
免
許
状
の
授
与
に
関
す
る
史
料
を
発
見
し
た
。

具
体
的
に
は
簿
冊
名
『
教
員
検
定
免
許
』（
請
求
番
号
大
〇
三
―
〇
〇
四
八
―

〇
〇
二
）
が
所
収
す
る
件
名
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
ニ
関
シ
京
都
市
長
ニ
通

牒
ノ
件
」
に
あ
る
（
一
）「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
ニ
関
シ
京
都
市
長
ニ
通
牒

ノ
件
（
一
九
一
四
年
六
月
一
七
日
起
案
）」、
（
二
）
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標

準
中
追
加
ノ
件
（
一
九
一
四
年
六
月
三
日
起
案
）」
、（
三
）「
小
学
校
専
科
正
教
員

免
許
状
授
与
ノ
義
ニ
付
伺
（
一
九
一
四
年
五
月
一
六
日
申
請
）」、
（
四
）『
京
都
市

立
絵
画
専
門
学
校
規
則
（
発
行
年
月
日
な
ど
不
明
）』、
（
五
）
「
小
学
校
教
員
無
試

験
検
定
標
準
（
発
行
年
月
日
な
ど
不
明
）」と
い
う
五
点
の
史
料
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
は
、
右
の
う
ち
（
四
）
を
除
く
四
点
の
史
料
を
時
系
列
に
紹
介
す
る
こ
と
に

よ
り
、
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒
業
生
に
対
し
、
い
か
に
し
て
無
試
験
検
定
に
よ
り

小
図
専
正
免
許
状
が
授
与
さ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
と
お
し
、
今
後
戦
前

京
都
府
に
お
け
る
師
範
学
校
以
外
の
多
様
な
小
学
校
教
員
界
へ
の
参
入
経
路
を
探

る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
。

一
、
「
小
学
校
専
科
正
教
員
免
許
状
授
与
ノ
義
ニ
付
伺
（
一
九
一
四
年
五
月
一
六

日
申
請
）
」

　
本
史
料
は
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
五
月
一
六
日
、
京
都
市
長
井
上
密
が

京
都
府
知
事
大
森
鐘
一
に
提
出
し
た
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒
業
生
に
対
す
る
無

試
験
検
定
に
よ
る
小
図
専
正
免
許
状
の
授
与
に
関
す
る
申
請
書
で
あ
る
。
市
長

は
、
後
述
す
る
京
都
府
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
７

に
お
け
る
審
議
に
資
す
る
た

め
、
あ
わ
せ
て
『
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
規
則
（
発
行
年
月
日
な
ど
不
明
）』

も
提
出
し
た
。
な
お
、
史
料
中
に
あ
る
「
文
部
省
令
第
二
四
八
号
」
は
、「
文
部

省
告
示
第
二
四
八
号
」
の
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
実
業
学
校
ノ
教
員
タ
ル
コ

ト
ヲ
得
ル
者
」
な
ど
の
具
体
的
な
卒
業
学
校
名
な
ど
を
列
記
す
る
も
の
で
あ
り
、

は
じ
め
に

　
戦
前
京
都
府
に
お
け
る
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
１

な
ど
卒
業
生
に
対

し
、
い
か
に
し
て
無
試
験
検
定
受
検
の
資
格
が
付
与
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
無

試
験
検
定
に
よ
り
免
許
状
が
授
与
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、
同
府
に
お
け
る

師
範
学
校
以
外
の
多
様
な
小
学
校
教
員
界
へ
の
参
入
経
路
を
探
る
た
め
に
も
解
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
課
題
に
関
す
る

先
行
研
究
は
、
管
見
に
よ
る
な
ら
ば
、
井
上
惠
美
子
に
よ
る
論
稿
２

が
唯
一
で
あ

る
。
た
だ
し
、
井
上
も
、
た
と
え
ば
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
本
科
３

に
つ
い
て

は
、
認
定
校
と
の
相
違
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定

内
規
４

に
お
い
て
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
絵
画
科
お
よ
び
図
案
科
と
同
様
の
取

り
扱
い
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
照
ら
し
、
同
校
と
同
じ
く
文
部
省
の
認
可
に
よ
り
、

美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
紀
要

　
二
〇
二
三
，
第
六
十
八
号
　
一
〜
六

論
　
　
文

京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒
業
生
に
対
す

る
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
に
よ
る
小
学
校
図

画
専
科
正
教
員
免
許
状
の
授
与
に
関
す
る
史
料
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健
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キ
ー
ワ
ー
ド
：
戦
前
京
都
府
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
、
小
学
校
図
画
専
科
正
教
員
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史
料
は
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
六
月
三
日
、
京
都
府
内
務

部
学
務
課
が
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
に
起
案
し
た
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験

検
定
標
準
９

の
改
正
案
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
六
月
一
七
日
に
決
裁
さ
れ
た
。

　
な
お
、
史
料
中
に
あ
る
「
別
紙
標
準
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
第
二
項
」
は
、

京
都
府
が
定
め
る
小
学
校
専
科
正
教
員
無
試
験
検
定
の
合
格
条
件
で
あ
り
、
後
掲

の
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
（
作
成
年
月
日
な
ど
不
明
）」
第
五
条
「
専

科
正
教
員
無
試
験
検
定
試
験
ニ
於
テ
合
格
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
左
ノ
如
シ
」
第
一
項

第
三
号
「
京
都
市
美
術
工
芸
学
校
絵
画
科
卒
業
生
ニ
就
キ
テ
ハ
図
画
科
」
お
よ
び

第
二
項
「
第
三
号
乃
至
第
七
号
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ニ
就
キ
テ
ハ
一
ケ
年
以
上
小
学
校

教
員
勤
務
ノ
経
歴
ヲ
有
シ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
且
適
当
ナ
ル
方
法
ニ
依
リ
教
育
学
大

要
ヲ
修
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
を
さ
す
。
ま
た
、「
小
学
校
令
施
行
規

則
第
百
七
条
第
五
号
」
は
、
文
部
省
が
定
め
る
小
学
校
専
科
正
教
員
無
試
験
検
定

の
出
願
条
件
で
あ
り
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
文
部
省
令
第
二
〇
号
「
改
正
小

学
校
令
施
行
規
則
」
第
一
〇
七
条
「
無
試
験
検
定
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル

者
ニ
就
キ
第
百
八
条
乃
至
第
百
十
二
条
ノ
規
定
ニ
対
照
シ
テ
之
ヲ
行
フ
」
第
五
号

「
公
立
私
立
学
校
認
定
ニ
関
ス
ル
規
則
ニ
依
リ
認
定
セ
ラ
レ
タ
ル
学
校
ヲ
卒
業
シ

タ
ル
者
」
を
さ
す
。
さ
ら
に
、
右
の
「
第
百
八
条
乃
至
第
百
十
二
条
ノ
規
定
」
も
、

文
部
省
が
小
学
校
令
施
行
規
則
に
お
い
て
定
め
る
各
種
小
学
校
教
員
試
験
検
定
の

科
目
お
よ
び
程
度
を
さ
す
。

　
　
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
中
追
加
ノ
件

小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
中
小
学
校
図
画
専
科
正
教
員
ハ
別
紙
標
準
第
五
条

第
一
項
第
三
号
及
第
二
項
ノ
通
美
術
工
芸
学
校
絵
画
科
卒
業
生
ニ
シ
テ
一
ケ
年
以

上
小
学
校
教
員
勤
務
ノ
経
歴
ヲ
有
シ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
且
適
当
ナ
ル
方
法
ニ
依
リ

教
育
学
ノ
大
要
ヲ
修
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
無
試
験
検
定
ニ
テ
合
格
ト
認
メ
ラ
ヽ
コ

ト
ヽ
相
成
居
候
処
今
般
京
都
市
長
ヨ
リ
別
紙
ノ
通
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
本
科

卒
業
生
ニ
対
シ
無
試
験
検
定
ニ
依
リ
図
画
専
科
正
教
員
免
許
状
授
与
ノ
儀
伺
出
候

ニ
付
テ
ハ
同
校
本
科
卒
業
者
ハ
小
学
校
令
施
行
規
則
第
百
七
条
第
五
号
該
当
者
ニ

シ
テ
且
別
紙
伺
書
ニ
記
載
ノ
通
実
業
学
校
教
員
タ
ル
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ナ
ル
ニ

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
文
部
省
令
第
二
八
号
「
公
立
私
立
実
業
学
校
教
員
資

格
ニ
関
ス
ル
規
程
」
第
一
条
「
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
実
業
学
校
ノ
教

員
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
第
三
項
「
文
部
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル
者
」
に
基
づ
き
発
せ
ら

れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒
業
生
は
「
官
立
公
立
実
業
専
門
学

校
本
科
卒
業
者
」
も
し
く
は
「
官
立
公
立
専
門
学
校
本
科
卒
業
者
」
と
し
て
、
実

業
学
校
教
員
と
し
て
の
資
格
が
付
与
さ
れ
た
。

学
第
六
七
七
号

　
　
　
小
学
校
専
科
正
教
員
免
許
状
授
与
ノ
義
ニ
付
伺

本
市
立
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒
業
者
ニ
対
シ
テ
ハ
明
治
四
十
年
九
月
文
部
省
令
第

二
四
八
号
ノ
指
定
ニ
依
リ
実
業
学
校
教
員
ノ
資
格
ヲ
有
シ
居
候
処
尚
小
学
校
図
画

ノ
専
科
教
員
ヲ
志
望
ス
ル
モ
ノ
モ
有
之
就
テ
ハ
右
卒
業
者
ノ
中
本
校
在
学
中
教
育

学
教
授
法
ヲ
学
修
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
図
画
ニ
関
シ
小
学
校
専
科
正
教
員
ノ
免

許
状
ヲ
無
試
験
検
定
ヲ
以
テ
授
与
相
成
様
致
度
別
紙
同
校
学
則
添
付
相
伺
候
条
御

詮
議
ノ
上
何
分
ノ
義
御
指
示
相
成
度
候
也

　
　
　
大
正
三
年
五
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
市
長
法
学
博
士

　
井
上
密
印

　
　
京
都
府
知
事
大
森
鐘
一
殿

二
、「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
中
追
加
ノ
件
（
一
九
一
四
年
六
月
三
日
起

案
）」
お
よ
び
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
（
作
成
年
月
日
な
ど
不
明
）
」

　
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
は
、
右
の
申
請
書
を
受
け
、
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒

業
生
に
対
す
る
無
試
験
検
定
に
よ
る
小
図
専
正
免
許
状
の
授
与
に
つ
い
て
審
議
し

た
。
そ
の
審
議
過
程
は
、
史
料
的
な
制
約
の
た
め
に
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、

他
の
事
例
８

を
み
る
な
ら
ば
、
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
は
市
長
が
申
請
書
と
と

も
に
提
出
し
た
『
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
規
則
』
に
よ
り
、
京
都
府
師
範
学
校

本
科
第
一
部
と
絵
画
専
門
学
校
本
科
に
お
け
る
教
育
科
お
よ
び
図
画
科
の
教
授
時

数
の
比
較
な
ど
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
審
議
の
結
果
、
同
校
卒
業

生
に
対
す
る
無
試
験
検
定
に
よ
る
小
図
専
正
免
許
状
の
授
与
が
認
可
さ
れ
た
。
本
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上
小
学
校
教
員
勤
務
ノ
経
歴
ヲ
有
シ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
且
適
当
ノ
方

法
ニ
依
リ
教
育
科
ヲ
学
修
シ
タ
ル
者

　
　
　
五
、
高
等
女
学
校
補
修
科
卒
業
生

　
　
　
　
　
　
但
シ
教
育
科
ヲ
修
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

第
三
条
　
小
学
校
准
教
員
無
試
験
検
定
ニ
於
テ
合
格
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
左
ノ
如
シ

　
　
　
一
、
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許
状
所
有
者

但
必
須
ノ
全
科
目
ヲ
具
備
セ
リ
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
又
ハ
適
当
ナ
ル

方
法
ニ
依
リ
其
不
足
学
科
ヲ
補
修
シ
タ
ル
経
歴
ア
ル
モ
ノ

　
　
　
二
、
他
府
県
小
学
校
准
教
員
免
許
状
所
有
者

但
必
須
ノ
全
科
目
ヲ
具
備
セ
リ
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
又
ハ
適
当
ナ
ル

方
法
ニ
依
リ
其
不
足
学
科
ヲ
補
修
シ
タ
ル
経
歴
ア
ル
モ
ノ

　
　
　
三
、
中
学
校
卒
業
生
若
ク
ハ
高
等
女
学
校
本
科
卒
業
生
ニ
シ
テ
一
ケ
年
以

上
小
学
校
教
員
勤
務
ノ
経
歴
ヲ
有
シ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
且
適
当
ノ
方

法
ニ
依
リ
教
育
科
ヲ
学
修
シ
タ
ル
モ
ノ

第
四
条

　
尋
常
小
学
校
准
教
員
無
試
験
検
定
ニ
於
テ
合
格
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
左
ノ

如
シ

　
　
　
一
、
他
府
県
尋
常
小
学
校
准
教
員
免
許
状
所
有
者

但
必
須
ノ
全
科
目
ヲ
具
備
セ
リ
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
又
ハ
適
当
ナ
ル

方
法
ニ
依
リ
其
不
足
学
科
ヲ
補
修
シ
タ
ル
経
歴
ア
ル
モ
ノ

　
　
　
二
、
元
小
学
校
簡
易
科
又
ハ
元
初
等
科
教
員
免
許
状
所
有
者

第
五
条

　
専
科
正
教
員
無
試
験
検
定
試
験
ニ
於
テ
合
格
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
左
ノ
如

シ
　
　
　
一
、
文
部
省
直
轄
諸
学
校
ニ
於
テ
某
科
目
ニ
関
シ
特
ニ
教
員
ノ
職
ニ
適
ス

ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
卒
業
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
就
キ
テ
ハ
其
学
科

　
　
　
二
、
師
範
学
校
中
学
校
高
等
女
学
校
某
科
目
ノ
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
モ

ノ
ニ
就
キ
テ
ハ
其
学
科
目

　
　
　
三
、
京
都
市
美
術
工
芸
学
校
絵
画
科
卒
業
生
ニ
就
キ
テ
ハ
図
画
科

　
　
　
四
、
高
等
女
学
校
本
科
及
実
科
（
技
芸
専
修
科
ヲ
含
ム
）
卒
業
生
実
科
高

等
女
学
校
卒
業
生
ニ
就
キ
テ
ハ
裁
縫
科

ヨ
リ
其
儀
ヲ
容
レ
第
五
条
第
九
号
ノ
次
ニ
左
ノ
通
追
加
セ
ン
ト
ス

　
一
〇
、
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒
業
生
ニ
シ
テ
在
学
中
教
育
学
并
ニ
教

授
法
ヲ
学
修
シ
タ
ル
者
ニ
就
キ
テ
ハ
図
画
科

　
そ
し
て
、
前
述
の
と
お
り
、
史
料
中
に
あ
る
「
別
紙
標
準
」
で
あ
る
「
小
学
校

教
員
無
試
験
検
定
標
準
（
作
成
年
月
日
な
ど
不
明
）
」
も
あ
わ
せ
て
紹
介
す
る
。

　
　
　
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準

第
一
条
　
小
学
校
本
科
正
教
員
無
試
験
検
定
ニ
於
テ
合
格
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
左
ノ

如
シ

　
　
　
一
、
高
等
師
範
学
校
女
子
高
等
師
範
学
校
本
科
卒
業
生

　
　
　
二
、
他
府
県
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許
状
所
有
者

但
シ
必
須
ノ
全
学
科
目
ヲ
具
備
セ
リ
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
又
ハ
適
当

ノ
方
法
ニ
ヨ
リ
其
不
足
学
科
ヲ
補
修
シ
タ
ル
経
歴
ア
ル
者
ニ
限
ル

　
　
　
三
、
元
高
等
師
範
学
科
及
中
等
師
範
学
科
卒
業
生

　
　
　
四
、
中
学
校
卒
業
生
若
ク
ハ
高
等
女
学
校
本
科
卒
業
生
ニ
シ
テ
二
ケ
年
以

上
小
学
校
教
員
勤
務
ノ
経
歴
ヲ
有
シ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
且
適
当
ノ
方

法
ニ
ヨ
リ
教
育
科
音
楽
科
ヲ
学
修
シ
タ
ル
者

　
　
　
五
、
高
等
女
学
校
専
攻
科
卒
業
生

　
　
　
　
　
　
但
在
学
中
音
楽
科
ヲ
学
修
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

第
二
条

　
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
無
試
験
検
定
ニ
於
テ
合
格
ト
認
ベ
キ
モ
ノ
左

ノ
如
シ

　
　
　
一
、
他
府
県
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許
状
所
有
者

但
必
須
ノ
全
科
目
ヲ
具
備
セ
リ
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
又
ハ
適
当
ナ
ル

方
法
ニ
依
リ
其
不
足
学
科
ヲ
補
修
シ
タ
ル
経
歴
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

　
　
　
二
、
元
初
等
師
範
学
科
卒
業
生

　
　
　
三
、
元
小
学
校
中
等
全
科
ノ
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者

　
　
　
四
、
中
学
校
卒
業
生
若
ク
ハ
高
等
女
学
校
本
科
卒
業
生
ニ
シ
テ
一
ケ
年
以
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ニ
付
テ
ハ
左
案
通
牒
可
相
成
哉

　
　
　
　
　
　
案

客
月
十
六
日
付
学
第
六
七
七
号
ヲ
以
テ
貴
市
立
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒
業
者
ニ
シ

テ
在
学
中
教
育
学
幷
ニ
教
授
法
ヲ
学
修
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
小
学
校
図
画
専
科
正
教

員
免
許
状
授
与
方
伺
出
相
成
候
処
右
無
試
験
検
定
出
願
ノ
場
合
ハ
詮
議
可
相
成
候

条
御
了
知
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也

　
　
　
　
　
年
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
長
名

　
　
　
　
　
宛

お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
は
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
が
所
蔵
す
る
絵
画
専
門
学
校
本

科
卒
業
生
に
対
す
る
無
試
験
検
定
に
よ
る
小
図
専
正
免
許
状
の
授
与
に
関
す
る
史

料
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
は
、
今
後
戦
前
京
都
府
に
お
け
る
師
範
学
校
以
外
の
多
様

な
小
学
校
教
員
界
へ
の
参
入
経
路
を
探
る
一
助
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
た
と
え
ば
註
９
に
お
い
て
簡
単
に
考
察
し
た
よ
う
に
、

そ
も
そ
も
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
と
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
と
の

相
違
の
解
明
な
ど
、
本
稿
に
は
未
解
明
の
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ

う
し
た
課
題
を
承
知
し
つ
つ
も
、
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
文
部
省
に
よ
り
小
図
専
正

無
試
験
検
定
受
検
の
資
格
が
付
与
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
き
た
絵
画
専
門
学
校
本

科
卒
業
生
が
、
京
都
府
へ
の
申
請
お
よ
び
認
可
を
も
っ
て
、
無
試
験
検
定
に
よ
り

小
図
専
正
免
許
状
が
授
与
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
と
す
る
史
料
を
紹
介
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
申
請
お
よ
び
認
可
の
手
続
き
は
、
本
稿
で
は
言
及

し
な
か
っ
た
も
の
の
、
美
術
工
芸
学
校
卒
業
生
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
同

校
卒
業
生
に
対
す
る
無
試
験
検
定
に
よ
る
小
図
専
正
免
許
状
の
授
与
に
関
す
る
史

料
10

は
、
後
日
稿
を
改
め
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

註

　
　
　
五
、
中
学
校
ト
同
等
以
上
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
甲
種
農
業
学
校
卒
業
生
ニ
就

キ
テ
ハ
農
業
科

　
　
　
六
、
同
上
甲
種
商
業
学
校
卒
業
生
ニ
就
キ
テ
ハ
商
業
科
及
英
語
科

　
　
　
七
、
中
学
校
卒
業
生
ニ
就
キ
テ
ハ
英
語
科

　
　
　
八
、
他
府
県
小
学
校
専
科
正
教
員
免
許
状
所
有
者
ニ
就
キ
テ
ハ
其
免
許
学

科

　
　
　
九
、
高
等
女
学
校
本
科
及
実
科
（
修
業
年
限
三
ケ
年
以
上
ニ
シ
テ
裁
縫
ヲ

主
ト
ス
ル
技
芸
専
修
科
ヲ
含
ム
）
卒
業
生
実
科
高
等
女
学
校
卒
業
生

ニ
シ
テ
在
学
中
教
育
学
并
ニ
裁
縫
教
授
法
ヲ
学
修
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
就

キ
テ
ハ
裁
縫
科

　
　
　
　
　
第
三
号
乃
至
第
七
号
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
ニ
就
キ
テ
ハ
一
ケ
年
以
上
小
学

校
教
員
勤
務
ノ
経
歴
ヲ
有
シ
成
績
佳
良
ニ
シ
テ
且
適
当
ナ
ル
方
法
ニ

依
リ
教
育
学
大
要
ヲ
修
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
条
　
出
願
学
科
以
外
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
雖
モ
検
定
ハ
出
願
ノ
科
目
ニ

止
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

三
、「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
ニ
関
シ
京
都
市
長
ニ
通
牒
ノ
件
（
一
九
一
四
年

六
月
一
七
日
起
案
）」

　
本
史
料
は
、
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
に
お
い
て
、
右
の
小
学
校
教
員
無
試
験

検
定
標
準
の
改
正
案
が
決
裁
さ
れ
た
こ
と
受
け
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
六
月

一
七
日
、
学
務
課
が
起
案
し
た
内
務
部
長
か
ら
市
長
に
対
す
る
通
知
案
で
あ
る
。

本
通
知
案
は
、
決
裁
の
う
え
、
六
月
二
五
日
に
通
知
さ
れ
た
。
な
お
、
史
料
中
に

「
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
ニ
於
テ
別
紙
ノ
通
議
決
」
と
あ
る
よ
う
に
、
学
務
課

は
、
通
知
案
の
起
案
に
際
し
、
決
裁
を
経
た
前
掲
の
起
案
書
も
添
付
し
た
。

　
　
　
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
ニ
関
シ
京
都
市
長
ニ
通
牒
ノ
件

京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
本
科
卒
業
者
ニ
シ
テ
在
学
中
教
育
学
幷
教
授
法
ヲ
学
修

シ
タ
ル
者
ニ
就
キ
テ
ハ
無
試
験
検
定
ニ
ヨ
リ
図
画
専
科
正
教
員
免
許
状
授
与
ニ
関

シ
京
都
市
長
ヨ
リ
伺
出
候
処
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
ニ
於
テ
別
紙
ノ
通
議
決
候
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よ
り
構
成
さ
れ
た
。

８
　
他
の
事
例
と
は
、
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
卒
業
生
に
対
す
る
無
試
験
検
定

に
よ
る
小
図
専
正
免
許
状
の
授
与
に
関
す
る
事
例
を
さ
す
（「
小
学
校
教
員
無

試
験
検
定
」
（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
、『
検
定
及
免
許
』
請
求
番
号

大
〇
四
―
〇
〇
六
八
―
〇
〇
一
）
）
。

９
　
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
と
は
、
小
学
校
教
員
免
許
状
ご
と
に
無
試
験

検
定
合
格
の
た
め
の
修
学
歴
や
教
職
歴
に
関
す
る
条
件
を
整
理
し
た
道
府
県
小

学
校
教
員
検
定
委
員
会
に
よ
る
行
政
内
部
文
書
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
と
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内

規
の
相
違
と
は
何
か
。
前
者
は
、
京
都
府
に
お
い
て
、
お
よ
そ
一
九
二
〇
年
代

以
前
に
作
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
後
者
は
、
お
よ
そ
一
九
二
〇
年
代

以
後
に
作
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準

は
、
い
つ
、
い
か
な
る
き
っ
か
け
に
よ
り
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
へ

と
移
行
し
た
の
か
。
一
九
二
一（
大
正
一
〇
）年
文
部
省
令
第
三
六
号
に
よ
り
、

「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
第
一
〇
七
条
第
六
号
「
其
ノ
他
府
県
知
事
ニ
於
テ
特

ニ
適
任
ト
認
メ
タ
ル
者
」
に
つ
い
て
定
め
た
第
一
一
八
条
「
府
県
知
事
ニ
於
テ

第
百
七
条
第
六
号
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
小
学
校
正
教
員
免
許
状
ヲ
授
与
セ
ン
ト
ス

ル
ト
キ
ハ
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

「
第
百
七
条
第
六
号
ニ
依
リ
小
学
校
正
教
員
免
許
状
ヲ
授
与
セ
ラ
レ
ル
コ
ト
ニ

ナ
リ
タ
ル
…
…
場
合
ニ
於
テ
ハ
別
記
ノ
調
査
標
準
ニ
依
」
る
よ
う
定
め
た
「
小

学
校
教
員
免
許
状
授
与
調
査
標
準
及
報
告
方
（
文
部
省
普
通
学
務
局
通
牒
発
普

三
二
〇
号
、
一
九
二
一
年
八
月
一
三
日
）」
が
発
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
一
連

の
制
度
改
正
が
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
か
ら
小
学
校
教
員
無
試
験
検

定
内
規
へ
の
移
行
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か

し
、
京
都
府
に
お
い
て
は
、
す
で
に
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
は
小
学
校
教

員
無
試
験
検
定
内
規
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
右
の
よ
う
な
推
測
も

当
た
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
て
み
れ
ば
、
今
後
も
史
料
の
渉
猟
に
努
め
、
こ

う
し
た
課
題
の
解
明
を
目
指
し
た
い
。

10
　
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
卒
業
生
に
対
す
る
無
試
験
検
定
に
よ
る
小
図
専
正

１
　
本
稿
は
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
を
「
卒
業
生
に
対
し
て
学
校
単

位
で
無
試
験
検
定
の
受
検
資
格
が
付
与
さ
れ
た
学
校
」
と
定
義
づ
け
る
。
こ
う

し
た
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
」
の
定
義
は
、
井
上
惠
美
子
「
『
小

学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
』
の
全
国
的
動
向
」
（
日
本
教
育
学
会
第
七
六

回
大
会
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
Ｐ
配
付
資
料
）
、
二
〇
一
七
年
、
一
頁
を
参
考
と

し
て
い
る
。

２
　
井
上
惠
美
子
「『
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
』
認
定
に
関
す
る
研
究

―
―
京
都
府
に
お
け
る
審
査
過
程
を
中
心
に
―
―
」
（
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学

文
学
部
紀
要
』
五
五
、二
〇
二
〇
年
。

３
　
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
本
科
は
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
、
「
日
本

絵
画
ヲ
攻
究
セ
ン
ト
ス
ル
者
又
ハ
中
等
学
校
図
画
教
員
タ
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ニ

高
等
ノ
技
術
及
学
理
ヲ
教
授
ス
ル
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
予
科
（
修
業
年
限

二
年
）、
本
科
（
三
年
）、
研
究
科
（
二
年
）
、
別
科
（
三
年
）
を
も
っ
て
創
設

さ
れ
た
。
本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
本
科
へ
は
、
中
学
校
卒
業
生
な
ど
を
入

学
資
格
と
す
る
予
科
修
了
者
な
ど
が
入
学
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
五
（
昭

和
二
〇
）
年
に
は
京
都
市
立
美
術
専
門
学
校
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年

に
は
京
都
市
立
美
術
大
学
と
な
り
、
現
在
に
至
る
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
百

年
史
編
纂
委
員
会
『
百
年
史

　
京
都
市
立
芸
術
大
学
』
京
都
市
立
芸
術
大
学
、

一
九
八
一
年
、
一
九
一
、一
九
五
―
一
九
六
頁
）
。

４
　
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
と
は
、
小
学
校
教
員
免
許
状
ご
と
に
無
試
験

検
定
へ
の
出
願
条
件
を
整
理
し
た
道
府
県
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
に
よ
る
行

政
内
部
文
書
で
あ
る
。

５
　
井
上
惠
美
子
、
前
掲
註
１
、四
―
五
頁
。

６
　
同
館
に
お
け
る
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
前
京
都
府
に
お
い
て
、

私
立
学
校
卒
業
生
は
、
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
合
格
者
中
に
ど
れ
ほ
ど
の
位

置
を
占
め
た
の
か
―
―
一
九
三
〇
年
代
以
降
を
中
心
と
し
て
―
―
」
（
『
地
方
教

育
史
研
究
』
四
〇
、二
〇
一
九
年
）
二
八
―
三
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

７
　
小
学
校
教
員
検
定
委
員
会
と
は
、
道
府
県
に
お
い
て
、
小
学
校
教
員
検
定
を

実
施
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
組
織
で
あ
り
、
会
長
、
常
任
委
員
、
臨
時
委
員
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免
許
状
の
授
与
に
関
す
る
史
料
は
、
前
掲
註
８
に
よ
る
。
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